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別添1

履行確実性の審査・評価のための追加資料等

1.調査基準価格

次の業種区分の欄に掲げる業務（以下「建設コンサルタント等業務」とうい。）の請負契

約ごとに10分の6から10分の8まで（測量にあっては請負契約ごとに10分の６から10分の8.2

まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで）の範囲内で契約担当

官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎

となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で

除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が

10分の８を超える場合にあっては10分の８と、10分の６に満たない場合にあっては10分の６

とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあって

は10分の8.2と、10分の６に満たない場合にあっては10分の６とするものとし、地質調査の

請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、３分の２

に満たない場合にあっては３分の２とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④

測量 直接測量費の 測量調査費の額 諸経費の額に10
額 分の4.8を乗じて －

得た額

建設コンサルタン 直接人件費の 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10
ト（建築に関する 額 額に10分の６を 分の６を乗じて
もの）及び建築士 乗じて得た額 得た額
事務所

建設コンサルタン 直接経費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の
ト（土木関係のも (労務費を含む) に10分の9を乗じ 額に10分の4.8
の）及び計量証明 て得た額 を乗じて得た額

地質調査 直接調査費の 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10
(一般調査を含む、 額 に10分の９を乗 費の額に10分の 分の4.8を乗じ
算定は①②④によ じて得た額 7.5を乗じて得た て得た額
る) 額

土地家屋調査、補 直接人件費の 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の
償ｺﾝｻﾂﾀﾝﾄ、不動 額 に10分の９を乗 額に10分の4.5
産鑑定及び司法書 じて得た額 を乗じて得た額
士

2.履行確実性の審査のための追加資料

入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、以下に掲げる全

ての資料の提出を求めるものとする。

様式1 当該価格により入札した理由

様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書

様式2-1 一般管理費等内訳書

様式3 当該契約の履行体制

様式4 手持ちコンサルタント業務等の状況

様式4-1 手持ち業務の人工
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様式5 配置予定技術者名簿

様式5-1 直接人件費内訳書

様式6 手持ち機械等の状況（測量・地質調査業務に限る）

様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者

・再委託先からの見積書（再委託先の押印があるもの）

・過去3ヵ月分の給与支払額が確認できる給与明細書、賃金台帳の写し及び過去3ヵ

月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し

3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要

(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書（履行確実性の審査に必要な部分に限る。）、

入札説明書の7の(9)のアの「ヒアリング」及び入札説明書の7の(9)のウの「追加資料等」

をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価

点をその履行確実性に応じて付与する。

なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出

しない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがあることに留意

すること。

(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、ａ）業務内容に対応した費用が計上されてい

るか、ｂ）配置予定技術者（照査予定技術者を除く。以下同じ。）に適正な報酬が支払わ

れることになっているか、ｃ）品質管理体制が確保されているか、ｄ）再委託先への支払

いは適正かをそれぞれ審査し、ａ）からｄ）までの各項目ごとに審査した上で、５段階（Ａ

～Ｅ）で総合的に評価する。

(3) 審査の目安は、次のとおりとする。

ａ）業務内容に対応した費用が計上されているか。

審査内容 様式 審査の目安

直接人件費、直 様式1 ○業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保

接経費、技術経 様式2 している又は必要額を下回った費用について

費、諸経費等が 様式2-1 はその理由が明確である。

必要額を確保し 様式5-1 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確で

ているかを審査 様式6 ない。

する。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通

じても加筆、修正がなく、審査する情報が十

分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅

な変更がある場合は、提出資料が不備である

として「×」とする。）

※ 必要額は、1の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、「予算決算及び会計令第

85条の基準の取扱いについて」（平成6年4月19日経第750号）に基づいて算出される、

調査基準価格算出の基礎となった①～④のそれぞれの項目に記載された額とする。

ｂ）配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。

審査内容 様式 審査の目安
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配置予定技術者 様式3 ○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われ

への適正な報酬 様式5 ている報酬が会社等において定められた額以

の支払いが確保 様式5-1 上を確保している又は必要額を下回っていて

されているか。 過去3ヵ月分の も理由が明確である。

給与明細書、賃 ×明確でない。

金台帳及び法定 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通

福利費(事業者 じても加筆、修正がなく、審査する情報が十

負担分)の負担 分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅

状況が確認でき な変更がある場合は、提出資料が不備である

る書面の写し として「×」とする。）

配置予定技術者 様式4 ○業務内容に応じて、人工が必要人工（標準案）

の人工が適正で 様式4-1 を確保している又は人工が必要人工（標準案）

あるか 様式7 を下回っているがその理由が明確である。

×人工が必要人工（標準案）を下回っており、

その理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通

じても加筆、修正がなく、審査する情報が十

分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅

な変更がある場合は、提出資料が不備である

として「×」とする。）

上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目ｂ）の審査結果を「○」とし、

それ以外を「×」とする。

ｃ）品質管理体制が確保されているか。

審査内容 様式 審査の目安

照査予定技術者 様式3 ○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われ

への適正な報酬 様式5 ている報酬が会社等において定められた額以

の支払いが確保 様式5-1 上を確保している又は必要額を下回っていて

されているか。 過去3ヵ月分の も理由が明確である。

給与明細書、賃 ×明確でない。

金台帳及び法定 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通

福利費(事業者 じても加筆、修正がなく、審査する情報が十

負担分)の負担 分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅

状況が確認でき な変更がある場合は、提出資料が不備である

る書面の写し として「×」とする。）

照査予定技術者 様式4 ○業務内容に応じて、人工が必要人工（標準案）

の人工が適正で 様式4-1 を確保している又は人工が必要人工（標準案）

あるか 様式7 を下回っているがその理由が明確である。

×人工が必要人工（標準案）を下回っており、

その理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通

じても加筆、修正がなく、審査する情報が十
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分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅

な変更がある場合は、提出資料が不備である

として「×」とする。）

上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目ｃ）の審査結果を「○」とし、

それ以外を「×」とする。

※ 照査技術者の配置が義務付けれていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質

に対する全面的な責務を負うこととなることからｂ）の審査で代替する。

ｄ）再委託への支払いは適正か。

審査内容 様式 審査の目安

再委託業務内容 様式2 ○業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明

を再委託先が確 様式3 確である。

認しているか。 様式5-1 ×明確でない。

再委託先見積書 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通

じても加筆、修正がなく、審査する情報が十

分でない。（ただし、提出資料の内容に大幅

な変更がある場合は、提出資料が不備である

として「×」とする。）

※ 再委託するものがなく、すべての自社にて実施する旨の説明があった場合には、更

に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いにつ

いて厳格な審査が必要であることに鑑み、ａ）及びｂ）の審査結果を参考に、再委託

業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。

(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。

① 調査基準価格以上の価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含

め、契約の内容に適合した履行が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない

限り、(2)の履行確実性の評価をＡとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。

② 調査基準価格を下回る価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を

含め、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあることから、(2)ａからｄでの

審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、

次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与する

ものとする。

「○」と審査した項目数 評価 履行確実性度

4 Ａ 1.0

3 Ｂ 0.75

2 Ｃ 0.5

1 Ｄ 0.25

0 Ｅ 0


